
平成２６年度中山間地域等直接支払制度の実施状況 

 
１．制度の活用状況 
 (１)本制度を活用した市町 
     県内 9 市町が本制度を活用し、中山間地域の農業生産活動等を支援しました。 
    （9 市町・・・大津市、長浜市、甲賀市、湖南市、高島市、東近江市、米原市、愛荘町、多賀町） 

     
 (２)協定の締結状況 
  ●集落協定・・・平成 26 年度は 9 市町 137 協定（H25 は 135 協定）でした。 

集落協定への参加農家数は 3,444 人（H25 は 3,390 人）でした。 
  ●個別協定・・・平成 26 年度は新たに協定を締結しなかったため、平成 22 年度に 

協定を締結した２市 2 協定が取組を継続している状況です。 
  
 (３)協定農用地の総面積 
    協定農用地の総面積は 1,575.6ha（H25 は 1,570.2ha）で、県内９市町における対象面

積 2,196.2ha の約 71.7％でした。 
  
 (４)対象行為と選択的必須要件の取り組み 
    139 協定のうち、通常単価（※1）で取り組んだ協定は 117 協定（H25 は 115 協定）、

基礎単価（※2）で取り組んだ協定は 22 協定でした。 
   ※1  通常単価・・・耕作放棄の防止活動等の基本的生産活動に加えて、地域の実情に即した農業生

産活動等の継続に向けた活動（機械・農作業の共同化や、多様な担い手の確保

など）に取り組んだ場合に交付される単価 
         ※2  基礎単価・・・耕作放棄の防止活動等の基本的生産活動のみに取り組んだ場合に交付される単

価で、通常単価の 8 割の額 
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図-1 協定数の推移 



             対象面積、協定面積、集落協定参加農家数                 

市町名 
対象面積

（ha） 
協定面積

（ha） 

協定数 集 落 協 定

参 加 農 家

数（人） 
 通常単価 

（10 割） 
基礎単価 
（8 割） 

大津市 590.4 469.0 24 17 7 1,154 

甲賀市 673.4 421.2 54 54 0 847 

湖南市 7.1 6.5 1〔1〕 1〔1〕 0 － 

東近江市 127.1 125.0 12 11 1 351 

愛荘町 47.6 47.5 3 1 2 86 

多賀町 19.6 14.0 2 2 0 35 

米原市 264.8 209.3 14 14 0 354 

長浜市 220.8 158.8 18 16 2 453 

高島市 245.4 124.2 11〔1〕 1 10〔1〕 164 

滋賀県計 
(2,196.2) 
2,196.2 

(1,570.2) 
1,575.6 

(137〔2〕) 
139〔2〕 

(115〔1〕) 
117〔1〕 

(22〔1〕) 
22〔1〕 

(3,390) 
3,444 

※滋賀県計の不整合は、各項の四捨五入による                   

※（ ）内は H25 年度の数字 
※湖南市、高島市の協定数欄の〔 〕は個別協定数で内数    
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図-2 各市町の協定数、協定面積割合 

協定面積 



協
定
面
積 

(ha) 

２．協定農用地の面積 
 協定農用地の総面積 1,575.6ha のうち、法指定地域（※3）の総面積は 718.8ha、特認地域

（※4）の総面積は 856.8ha でした。 

市町名 
協定面積 法指定地域 特認地域 
 田 畑  田 畑  田 畑 

大津市 469.0 469.0 0 
 

49.9 49.9 0 419.1 419.1 0 

甲賀市 421.2 370.5 50.7 208.5 157.8 50.7 212.7 212.7 0 

湖南市 6.5 6.5 0 0 0 0 6.5 6.5 0 

東近江市 125.1 125.1 0 64.5 64.5 0 60.6 60.6 0 

愛荘町 47.5 47.5 0 0 0 0 47.5 47.5 0 

多賀町 14.0 14.0 0 14.0 14.0 0 0 0 0 

米原市 209.3 209.3 0 209.3 209.3 0 0 0 0 

長浜市 158.8 
 

158.7 0.1 123.7 123.6 0.1 35.1 35.1 0 

高島市 124.2 124.2 0 48.9 48.9 0 75.3 75.3 0 

滋賀県計 1,575.6 1524.8 50.8 718.8 668.0 50.8 856.8 856.8 0 

 
※3 法指定地域とは、特定農山村法、山村振興法、過疎法、離島振興法のいずれかに指定された地域 
※4  特認地域とは、県知事が指定する自然的・経済的・社会的条件が不利な地域 
※5 滋賀県計の不整合は、各項の四捨五入による 
 
 

図-3 各市町の協定面積 



３．交付金額・使途状況 
 （１)交付金額  
    総交付金額は 245,308 千円（H25 は 244,267 千円）でした。協定面積の増加等により、 

平成 25 年度から 1,041 千円の増額となりました。  
 
 （２) 交付金の使途                                                 
      各協定への交付金は総額の 68.9％が共同取組活動（農道・水路管理費や農地管理費、 

鳥獣被害防止対策費など）に充てられ、31.1％が個人配分（※5）となりました。 
 

            ※5 個人配分・・・農地の地形等の農業生産条件の不利性を補正する支援を行うため、 
個人による農業生産活動に係る支出に対し補填する経費。 

 
交付金額・使途状況                              単位：千円      

市町名 
交付額 割合（％） 

（共同：個人）  共同取組活動 個人配分 

大津市 92,224 52,510 39,714 56.9：43.1 

甲賀市 50,536 42,350 8,186 83.8：16.2 

湖南市 1,366 － 1,366 
0  ：100 

(個別協定のみ) 
 

東近江市 25,941 22,747 3,194 87.7：12.3 

愛荘町 3,423 3,423 0 100： 0 

多賀町 1,120 412 708 36.8：63.2 

米原市 32,128 18,260 13,868 56.8：43.2 

長浜市 20,984 18,147 2,837 86.5：13.5 

高島市 17,586 11,090 6,496 63.1：36.9 

滋賀県計 
（244,267） 

245,308 
(174,199) 
168,939 

(70,068) 
76,369 

(71.3：28.7) 
68.9：31.1 

                                     ※合計の不整合は各項の四捨五入による 
 
 
 
 
 



 
共同取組活動費の使途内訳                        単位：千円 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
※合計の不整合は各項の四捨五入による 
※6 前年度以前の積立額も含む 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図-4 共同取組活動費の使途内訳（滋賀県計） 

※6 

※6 



 
 
４．集落協定地区における農業生産活動等の継続のための体制整備に向けた取り組み状況 
  通常単価で取り組む集落協定全 116 協定のうち、114 協定においてＣ要件の取組が実施さ

れました。 

市町名 集落協定数 
通常単価 

取組集落数 
A 要件 
（※7） 

Ｂ要件 
（※8） 

Ｃ要件 
（※9） 

大津市 24 17 3 0 16 
甲賀市 54 54 0 0 54 

東近江市 12 11 0 0 11 
愛荘町 3 1 0 1 0 
多賀町 2 2 0 0 2 
米原市 14 14 1 0 14 
長浜市 18 16 0 0 16 
高島市 10 1 0 0 1 

滋賀県計 137 116 4 １ 114 
【湖南市は個別協定のみのため非掲載】 

※7 Ａ要件の取組内容･･･協定農用地の拡大、機械・農作業の共同化等 

  ※8 Ｂ要件の取組内容･･･集落を基礎とした営農組織の育成、担い手への集積化 
  ※9 Ｃ要件の取組内容･･･集落や組織による集団的かつ持続可能な体制整備（農業の継続が困難な            

農地が生じた場合に、その農地を引き受け管理する者を協定で定める） 

 

５．個別協定の取り組み状況 
 平成 26 年度は、湖南市と高島市の 2 地域で個別協定に取り組まれました（平成 22 年 
度に協定締結）。取り組み内容は以下のとおりです。 

市町名 湖南市 高島市 
協定締結者 農業生産法人 認定農業者 
自作地の有無 無（利用権の設定農地のみ） 有（自作地＋利用権設定農地） 

取り組み 

・農業生産活動を 5 年間以上継続 ・農業生産活動を 5 年間以上継続 
・耕作放棄の防止活動（柵、ネッ

ト等の設置） 
・水路の管理 
・景観作物の作付け 

    ※ 個別協定の場合、協定農用地に自作地を含めると、農業生産活動を５年以上継続する以外に、多面的な 
機能を発揮させる取組等が必要となります。 

 
 
 
 



 
 
６．加算措置の取り組み状況 
 平成 22 年度から甲賀市の 1 協定が法人設立に向けた活動に取り組まれているほか、平成 
23 年度から新たに米原市の１協定が規模拡大に向けた活動に取り組まれ、それぞれ加算措置 
を受けました。 
 

加算措置名 協定数 該当市町名 
法人設立加算 1 甲賀市 
土地利用調整加算 0 － 
小規模・高齢化集落支援加算 0 － 
規模拡大加算 1 米原市 

 
 
 


